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年金だより　

国民年金保険料
「10 年の後納制度」は
9月 30 日まで

住 民 税 務 課 電話 0994-22-3039
住 民 生 活 課 電話 0994-25-2511
鹿屋年金事務所 電話 0994-42-5121

　
「
10
年
の
後
納
制
度
」
は
、
過

去
10
年
間
に
納
め
忘
れ
た
国
民
年

金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
仕
組
み
で
す
（
本
来
、
国
民

年
金
保
険
料
は
2
年
を
経
過
す
る

と
時
効
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。）
こ
の
制
度
を
利

用
す
れ
ば
、
将
来
の
年
金
額
を
増

や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
「
10
年
の
後
納
制
度
」
は
、
平

成
27
年
9
月
30
日
を
も
っ
て
終
了

し
ま
す
。
終
了
後
、
平
成
27
年
10

月
1
日
か
ら
3
年
間
に
限
り
、
過

去
5
年
間
に
納
め
忘
れ
た
国
民

年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が

で
き
る
「
5
年
の
後
納
制
度
」
が

始
ま
り
ま
す
が
、
10
年
の
後
納
制

度
よ
り
も
納
付
で
き
る
期
間
が
短

く
、
保
険
料
の
加
算
額
が
高
く
な

り
ま
す
。

　

な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
な
ど
は
、
後
納
制
度

の
利
用
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

　

詳
し
く
は
「
国
民
年
金
保
険
料

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
」（
０
５
７
０
‐

０
１
１
‐
０
５
０
）
ま
た
は
、
鹿

屋
年
金
事
務
所
（
０
９
９
４
‐
42

‐
５
１
２
１
）
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

安心の年中 365日・24時間受付
−家族葬、自宅葬から一般葬まで−
―�ご家族の一人として、ご家族と共に―

なんぐう
愛・まごころ Lumiere

総 合 葬 祭

錦江町馬場 2142 番地 1（タイヨーさん隣）
℡（0994）28-3491・℡（0994）24-4444

〔JA グループ　㈱きもつき〕

真心と誠意の

☎22-2345

衣料品夏合全品（9月末迄）

決算大処分
30％～80％引き

有料広告
募集中

　広報きんこうに掲載する有料
広告を随時募集しております。
広告主様アイデアで、さまざま
な用途にご利用いただけます。
　広告掲載についての詳細は、
錦江町役場ホームページか、錦
江町役場企画課へお問い合わせ
ください。

1枠
（縦50mm×横87mm）

月額5,000円


